
№ 質問項目 質問内容 回答

1 公募要項について
公募要項９
参加申込時の提出書類②～⑨はコンソーシアム構
成員全社それぞれの分が必要か。

お見込みの通りです。代表事業者がまとめて提出をお願いします。

2 公募要項について
公募要項全般
参加申込書について、特に押印欄はないが押印は
不要という理解でよいか。

お見込みの通りです。

3 公募要項について

公募要項１０
参加申込書について、コンソーシアム構成員は【担
当者】欄に「田中　太郎（株式会社〇〇）」の様に記
載すればよいか？

お見込みの通りです。

4 公募要項について

公募要項９
コンソーシアム協定書について、コンソーシアム協
定が3社で締結される場合、4部記名捺印して1部
原本を市に提出すればよいか？　もしくは3部写し
を提出すればよいか？

記名捺印したもののコピーを、１部提出をお願いします。

5 公募要項について
公募要項１０
委任状（様式第２－２号）について、代表事業者の
分だけでいいか

必要に応じ、構成員の分も提出をお願いします。

6 公募要項について
公募要項１０
連絡先となる担当者の名刺２枚は代表事業者の担
当者1名の分のみでよいか

お見込みの通りです。

7 公募要項について

公募要項９
構成員に福岡市内の訪問介護事業所2社以上の
参加が必要という認識で間違いないか
上記2社以上がクリアされれば、福岡市外の訪問
介護事業所が構成員にふくまれてもよいか？

お見込みの通りです。

8 事業内容について

仕様書６－（１）
業務内容の➁はコンソーシアム構成員の訪問介護
事業所2社以上でまずは活用、モニタリングすると
いう認識で間違いないか

お見込みの通りです。

9 事業内容について

仕様書６－（１）
➂実践セミナーや➃発信を実施していく中で、伴走
支援を希望する事業所を10月以降に伴走支援して
いく（支援する先数や支援内容は今回の企画提案
に各社の構想を織り込む）認識で間違いないか

お見込みの通りです。

10 事業内容について

仕様書６－（１）
「活用にかかる費用は受託事業者が負担」とはコン
ソーシアム事業所への謝礼金なども含まれるので
しょうか
また、「活用にかかる費用は受託事業者が負担」と
は具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか

お見込みの通りです。また、活用にかかる費用は、ICT導入に係る機器・ソフト
等の購入・レンタル費用などです。

11 事業内容について

仕様書６－（１）
「実践セミナー」と題しているが、後段２つの「･」は
「事例発表会」と記載されており、実践セミナーとは
事例発表会というタイトル及び内容で行うという理
解でよいでしょうか

お見込みの通りです。

12 事業内容について

仕様書６－（１）
事例紹介パンフレットの制作において、パンフレット
の問い合わせ先は市側の担当部署として明記する
のでしょうか、受託事業者名も併記するのでしょう
か

お見込みの通りです。（併記）

13 事業内容について

仕様書６－（１）
事例紹介パンフレットの配布は、3種類×2,000部を
500箇所へ配布、という理解でよいでしょうか？ま
た、仮にメール等での配信は500箇所に含まれます
か

事例紹介パンフレットの配布は、3種類×2,000部を制作し、うち３種類各500部
程度について500箇所へ配布をお願いします。
また、メールの配信はパンフレット現物の配布ではないため、500箇所には含ま
れません。

14 事業内容について

仕様書６－（４）
３「事業への反響度」において、内容欄にWeb・電話
等での問い合わせ数とあるが、問い合わせの内容
はどのような内容を想定しているのでしょうか
「問い合わせ」先はどこになりますか

セミナーに参加した事業者等からのICT機器を導入相談などを想定していま
す。
また、問い合わせ先は受託者側を想定しています。

15 事業内容について

仕様書６－（４）
問い合わせがあった場合、回答(支援)が必要にな
ると思われるが、その回答の内容、方法はどのよう
に捉えたらよいでしょうか？
（ICTの技術的な内容に関する問い合わせであれ
ば、問い合わせ先はICT関連業者が良いのではな
いでしょうか。その場合、ICT関連業者へ送られた
問い合わせをカウントする必要があるのではないで
しょうか

問い合わせには、まず受託者が窓口となり支援をお願いいたします。ICTの技
術的ものは、ICT関連業者を紹介する等の対応をお願いいたします。
また、ICT関連業者を紹介した場合なども件数カウントをお願いいたします。

16 支払いについて
仕様書９
委託料の支払について、中間払いと残高払いの形
式は可能でしょうか

本件にかかる支払いについては、仕様書に記載のとおり後払い（完了払い）と
なります。
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